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集団規定 
建築物の各部分の高さ 

法第 56条第 2項及び第 4項、令第 130条の 12 

行き止まり道路の道路斜線後退緩和寸法 

 

行き止まり道路の道路斜線後退緩和寸法については、下図のように領域を分け、各領域

の最小寸法を後退緩和寸法とする。 

 

 

      領域 A  最小寸法 a 

      領域 B  最小寸法 b 

      領域 C  最小寸法 c 
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